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本計画書は、港湾法第三条の三の規定に基づき 

 

・平成２６年 ９月 横浜市港湾審議会 

・平成２６年 １１月 交通政策審議会第５８回港湾分科会 

 

の議を経、その後の変更については 

 

・平成２７年 ６月 横浜市港湾審議会 

・平成２７年 １２月 横浜市港湾審議会 

・平成２８年 ２月 交通政策審議会第６２回港湾分科会 

・平成２８年 ７月 横浜市港湾審議会 

・平成２８年 １１月 横浜市港湾審議会 

 

の議を経た横浜港の港湾計画の軽易な変更をするものである。 
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変更理由 

 

１）内港地区（新港地区）において、船舶の大型化に対応するため、旅

客船埠頭計画、水域施設計画及び大規模地震対策施設計画を変更す

る。 

 

２）立地企業の要請に対応するため、本牧地区において、専用埠頭計画

を変更する。 

 

３）コンテナターミナルと一体的に機能する高度な物流拠点の形成を促

進するため、本牧ふ頭地区において、臨海部物流拠点の形成を図る

区域内の臨港交通施設計画を変更する。 

 

４）新山下地区において、港湾を利用する船舶の航行上支障がないよう

橋梁の桁下空間を計画する。 

 

５）内港地区（新港地区）において、旅客船埠頭計画の変更による客船

の受入機能強化を契機とした一層の賑わい創出を図るため、市民等

への積極的な水域の開放などと併せ、水上交通や観光船を充実させ

るエリアとしてレクリエーション等活性化水域を追加する。 
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港湾施設の規模及び配置 

１ 旅客船埠頭計画 

１－１ 内港地区（新港地区）  

クルーズ需要の増加、船舶の大型化に対応するため、以下の施設に

ついて、旅客船埠頭計画を変更する。 

    

水深９．５ｍ 岸壁１バース 延長３４０ｍ       ＳＫ９ 

[既定計画の変更計画] 

埠頭用地   ２ｈａ（旅客施設用地）  [既設] 

 

  既定計画 

  水深９ｍ 岸壁１バース 延長３４０ｍ         ＳＫ９ 

  既設 

埠頭用地   ２ｈａ 
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２ 専用埠頭計画 

２－１ 本牧地区  

立地企業の要請に対応するため、以下の施設について、専用埠頭計

画を変更する。 

 

水深９ｍ 岸壁 延長４６５ｍ ［既設の変更計画］ 

 

既設 

水深９ｍ 岸壁 延長４１０ｍ 
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３ 水域施設計画 

旅客船埠頭計画の変更に伴い、内港地区（新港地区）の水域施設計

画を、次のとおり変更する。 

 

３－１ 泊地 

 内港地区（新港地区） 

 水深９．５ｍ  面積１ｈａ  [既定計画の変更計画] 

 

 既定計画 

 水深９ｍ    面積１ｈａ 

 

３－２ 航路・泊地 

 内港地区（新港地区） 

 水深９．５ｍ  面積１ｈａ  [既定計画の変更計画] 

 

 既定計画 

 水深９ｍ    面積１ｈａ 
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４ 臨港交通施設計画 

港湾における交通の円滑化を図るとともに、コンテナターミナルと物

流施設間の輸送効率化を図るため、臨港交通施設計画を変更する。 

 

４－１ 道路 

   臨海部物流拠点の形成を図る区域内の臨港道路  

[既定計画の変更計画] 
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その他重要事項 

１ 大規模地震対策施設 

 １－１ 緊急物資輸送の拠点として機能するために必要な施設 

大規模地震等の発生時において、緊急物資輸送の拠点として機能 

するために必要な施設を次のとおり変更する。 

 

水深９．５ｍ 岸壁１バース 延長３４０ｍ       ＳＫ９ 

[既定計画の変更計画] 

 

  既定計画 

  水深９ｍ 岸壁１バース 延長３４０ｍ         ＳＫ９ 
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２ その他港湾の開発、利用及び保全に関する事項 

（１）橋梁の桁下空間の確保 

港湾を利用する船舶の航行上支障がないよう、橋梁の桁下空間を

次のとおり計画する。 

 

橋梁名（仮称） 確保する桁下空間 

山下本牧連絡橋 

（臨港幹線（区間Ｃ）） 

中央部北側  幅３０ｍ 高さ N.H.H.W.L.＋16.3ｍ 

中央部    幅６０ｍ 高さ N.H.H.W.L.＋15.0ｍ 

 注）N.H.H.W.L.は略最高高潮面であり、横浜港工事用基準面 Y.P.+2.75m を零位とする。 

 

（２）レクリエーション等活性化水域 

旅客船埠頭計画の変更による客船の受入機能強化を契機とした一

層の賑わい創出を図るため、市民等への積極的な水域の開放などと

併せ、水上交通や観光船を充実させるエリアとして、「レクリエーシ

ョン等活性化水域」を追加する。 

 

内港地区 

市民等への積極的な水域の開放などと併せ、水上交通や観光船を

充実させるエリアとして、レクリエーション等活性化水域を定める。 

                [既定計画の変更計画] 
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本 牧 ふ 頭 地 区  

新 本 牧 ふ 頭 地 区  

本牧地区 

内港地区 
（新港地区） 

新山下ふ頭地区 

本牧ふ頭地区 



- 9 - 
 

横浜港港湾計画図 

〔内港地区（新港地区）〕 
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横浜港港湾計画図 

〔本牧地区〕 
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横浜港港湾計画図 

〔本牧ふ頭地区〕 

 
 


